
令和２年11月13日　金曜日           

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

第
百
五
十
一
号

増

刊

①

第 151 号1

　
　
　
　
再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程

　
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
教
育
庁
総
務
企
画
課
）
…
…
…
…
…
一

　
福
岡
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
第
二
条
第

二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　
福
岡
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
五
号
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出
先
機
関

　
福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
二
年
十
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡
県
教
育
委
員
会

　
　
　
福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部

　
　
　
を
改
正
す
る
訓
令

　
福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
年
三
月
福

岡
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
一
条
中
「
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
職
員
」
を
「
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
職
員
（
会
計
年
度
任
用
職

員
及
び
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
を
除
く
。
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

　
第
十
一
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
ま
ん
延
防
止
の
た
め
行
う
休
憩
時
間
の
変
更
）
　

第
十
二
条
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成

二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
を
い
う
。
）
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
に
行
う
職
員
の
休
憩
時
間
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
教
育

長
が
別
に
定
め
る
。

　
（
在
宅
勤
務
）

第
十
三
条
　
在
宅
勤
務
（
職
員
が
、
所
属
長
の
承
認
を
受
け
て
、
自
宅
そ
の
他
所
属
長
が
認
め
る
場
所

で
行
う
勤
務
を
い
う
。
）
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
職
員
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
及
び
休
憩
時
間
の

変
更
に
つ
い
て
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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